
　Informa Marketsが9月に香港で
主催する「ジュエリー&ジェムワールド
（JGW）」を、世界のサプライヤーやバ
イヤーの安全面、アクセスが考慮され、
リアル展示会をより利用しやすいもの
にすることを目的に、一時的にシンガ
ポールに開催地を移し、アジアで最大
かつ最も重要なB2Bフェア「JGWシン
ガポール」として、今年の9月27日～30
日まで、シンガポールエクスポで開催す
ることを決定した。なお、会場の変更は
2022年のみとなる。
　Informa Markets in Asiaシニアバ
イスプレジデントのDavid Bondi氏は
「過去2年間は誰にとっても非常に困難
な年だった。私たちは業界として事業を
継続するだけでなく、前進するために最
善を尽くしてきた」と述べ、「業界関係者
の多くは、安心して参加できるリアル展
示会を望んでいる。弊社は過去数カ月
に渡り欧米、中東、アジアで大規模な対
面イベントを成功裏に開催してきた。今
年から来年に向けてもさらに多くの展
示会を開催予定です」と続けた。さら
に、「ジュエリー業界初の国際的なB2B
展示会『ジュエリー,ジェム＆テクノロ
ジードバイ（JGTドバイ）』を立ち上げ
た。初開催だったが、100の国と地域か
らバイヤーが集まり、業界の人々が対面
でのやり取りを本当に必要としているこ
とを実感した。JGWシンガポールがパン
デミック後のイベント業界を活性化する
リーディング役としての役割を果たす事
を確信している」と付け加えた。
　また、Informa Markets Jewellry
ディレクターのCeline氏は「パンデミッ
クを背景に、シンガポールには世界で最
も象徴的なジュ
エリー展示会
（JGW）を安全
かつ効率的に
開催する力が

ある」と述べ、「ビジネ
スに真剣に取り組む
サプライヤーはJGW
シンガポールに出展
し、世界中のバイヤー

が参加するためにシンガポールに来場
することを確信している」と説いた。

特別版「香港フェア」

　「ジュエリー&ジェムアジア香港
（JGA‒特別版）」は、6月16日～19日、
「ジュエリー&ジェムワールド香港
（JGW-特別版）」は、9月16日～19日
に開催予定。バイヤーと一般消費者の
両方が来場できる特別版は、旅行制
限が解除された後、中国を拠点とする
バイヤーの来場にも期待される。両イ
ベントでは、2021年に好評を得た中国
本土と海外のバイヤーを対象としたラ
イブストリーミングセッションなどのオ
ンラインプログラムも実施予定だ。
　「JGWシンガポール」と「特別版の
香港フェア」に加え、11月2日～5日に
『ジュエリー＆ジェムアセアンバンコク
（JGAB）』が立ち上げられる。
　JGABは、年末年始商戦に向けた東
南アジアのバイヤーのニーズに応える
絶好の機会となる。さらに、今後8つの
都市で10のリアルイベントと、5つの
テーマがベースのデジタルイベントを
予定している。

　懇談会には、技術者協会から木方
伸一郎会長、内田豪教育部長、杉本
佳菜子広報部長、山崎親一会員組織
部長、白山聡一眼鏡作製技能士PR特
別委員会委員長（推進機構代表幹事
代行）、推進機構から岡本育三代表幹
事、風早昭正代表幹事代行が参加し
た。このうち木方氏、内田氏はリモート
での参加。
　はじめに美濃部眼鏡記者会代表幹
事が「眼鏡作製技能士がいよいよ始ま
る。資格制度の現状、そして将来像に
ついてお話いただきたい」とあいさつ。
団体側のファシリテーターを務める白
山氏が参加者を紹介した。
　技能検定の学科試験申込締切日は
2月28日。受検申込者数は2月23日現
在1343人で、このうち1級が471人、2
級が872人。男性1119人、女性224
人。個人申込771人、団体申込572人。
認定眼鏡士が対象の特例講習会は3
月1日からの申込となるが、昨年12月に
技術者協会が認定眼鏡士会員にアン
ケートをとったところ（回答率78％）、
5168人が受講を希望と明らかにした。
回答率から考えて、5500人ほどが受
講すると推測している。試験の準備状
況を技術者協会試験実施委員会の副
委員長、山崎氏が回答。昨年11月25日
に東京でトレーナー研修会を開催、本
格的な検定員の研修会（学科・実技）
が、3月8日の大阪からスタート、4月13
日の北海道を最後に8会場で開催。こ
の後4月20日に初めての学科試験を迎
える。検定員の候補は約300名。続く第
2回の研修会は実技試験に備えたもの

で5月に開催予定と説明した。
　眼鏡作製技能士PR活動については
白山氏が説明。眼鏡作製技能士という
新しい資格を国民・生活者にあまねく
認知・支持されるようPR活動をする責
任があることを前提に「眼鏡作製技能
士と技能士を雇用する店舗はじめメー
カー、卸商社など、眼鏡にかかわるす
べての事業者、業界団体が参加する
新体制をつくったうえでPRしたい。生
活者に向けたPRを実施することで、同
時に業界内部にも技能検定の意義が
浸透すると考える。眼鏡作製技能士の
諸課題は厚労省や眼科医会との意見
調整を経なければならず、確定したこ
とではないが、ポータルサイトで眼鏡
作製技能士と有資格者の在籍する店
をつなげる仕組みを作りたい。眼鏡作
製技能士はどのようなことができるの
か、どのようなサービスを提供するの
か、そういった情報を発信し共有する
ことで資格を浸透させたい」と、新団体

がPRの役割を担うことを明らかと
した。P Rに関連して、某大手
チェーンが2024年までに500人
の社員を眼鏡作製技能士にさせ
ると宣言したことについて白山氏

は「眼鏡作製技能士は業務独占では
なく個々の活動について制限できな
い。しかしこの資格は公正取引に関す
る法律などについても理解することが
前提だ。どのような業態の店・人であっ
ても決められたことを遵守してもらうこ
とが求められる。それを管理できるよう
な新団体をつくり、眼科医、視能訓練
士とも連携しながらの運営を実現した
い」とした。
　これまで技術者協会が実施してきた
生涯教育については、制度を踏襲する
のか、また義務化できるのかという課
題がある。これについては木方氏が回
答、「技能検定に更新の義務はない
が、資格を取得したらそれで終わりで
は国民の信頼を得るうえで物足りない
面がある。眼鏡作製技能士は日進月歩
の技術や情報、最新の製品知識を
持っていることが求められる。倫理やコ
ンプライアンスなども念頭に置かなけ
ればならず、生涯教育のようなものが

必要。これは厚労省、眼科医会も同じ
意見だ。技術者協会は眼鏡作製職種
の指定試験機関であり、公平公正な
試験を実施するという責務がある。よっ
て眼鏡作製技能士の教育については
業界全体を包括する新団体でリカレン
ト教育を実施するのが理想」とした。
　新団体設立については風早氏が回
答。「眼鏡作製技能士のPRは個人で
行なっても統一感がなく、国民・生活
者にも十分伝わらないだろう。厚労省
の眼鏡作製職種の適合性を確認する
文書には、検定すべき技能および知識
が、企業横断的、業界標準的な普遍
性を有するものであるべきとある。有資
格者がひとつの理念の元に集まり統
一した適正な活動をするには組織化
が必要だ」として、新団体設立の意義
を解説。資格取得後のリカレント教
育、国民・生活者や他団体とのコミュ
ニケーションを担う組織づくりをすると
しており、その設立時期については「第
1期の眼鏡作製技能士が誕生する今
年11月までには、新団体の概要につい
てなんらかの発表はさせていただく」と
した。
（＊続きは4面へ）
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　〔眼鏡記者会共同〕昨年8月、技能検定に「眼鏡作製職種」が新設され、い

よいよ今年、国家検定資格を有する眼鏡作製技能士が誕生する。眼鏡記者

会（6社7紙誌加盟、美濃部隆代表幹事）は、『眼鏡作製技能士制度導入の執

行部』となる（公社）日本眼鏡技術者協会（指定試験機関）および眼鏡技術

者国家資格推進機構の幹部と「眼鏡作製技能士の現在そして未来」をテー

マに、2月24日、東京で懇談、技能検定の受検者数をはじめ、試験準備の進

捗状況、新しい業界団体、眼鏡作製技能士の理念や未来の展望などのほ

か、円滑な試験の実施、業界を包括する新団体による活動の必要性、技能

士の倫理観など、懇談は多岐にわたった。
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